
平成２７年８月１８日 

文部科学大臣政務官 

      赤 池 誠 章    殿 

一般社団法人 国立大学協会 

会 長  里 見  進 

平成２８年度国立大学関係予算の確保・充実について（要望） 

 国においては、「大学力は国力そのもの」であるとの考え方から、先般閣議決定された「日本

再興戦略」改訂2015や「経済財政運営と改革の基本方針2015」においても大学改革を重要な柱と

して位置付け、様々な施策を講じていくとの方針を打ち出しておられることに敬意を表します。 

 我々国立大学はその中核としての役割を果たすべき責務を有しているとの自覚の下、本年6月

に文部科学省が公表した「国立大学経営力戦略」を踏まえ、それぞれの大学の強みや特色を活か

しつつ、国際的に通用する人材の育成、イノベーション創出につながる学術研究の推進、我が国

全体及び各地域の活性化を導く社会貢献などの諸機能の強化に全力で取り組むとともに、本年4 

月の「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」の施行を受け、学長のリーダーシ

ップの下、迅速かつ的確に取組を進めていくためのガバナンス改革にも努めております。 

また、本年6月に文部科学省が公表した「第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交

付金の在り方について（審議まとめ）」において、運営費交付金の配分方法等に関する一定の方向

性が示されました。当協会においても、これからの我が国の社会・経済の長期的な動向を見据え、

国立大学の将来ビジョンと主体的な改革の方向性を自ら明らかにするため、昨年12月に「地域と

国の発展を支え、世界をリードする国立大学!! （声明）」を公表し、この声明に基づき作成した

「国立大学の将来ビジョンに関するアクションプラン（中間まとめ）」に沿って自律的に改革を推

進していく所存です。 

これらの改革を推進していくためには、それを支える経費の確保・充実が重要であることは言

うまでもありませんが、国立大学の基盤を支える運営費交付金は長期に渡って減額が続き、平成

27年度予算では法人化当初の平成16年度と比較して1,470億円の減（△11.8%）となっています。 

これまで各国立大学では、それぞれ懸命の努力により、業務の効率化や節約、大学病院収入の

増、競争的資金や寄附金などの外部資金の増などを図り、所要の経費の捻出に努めてきましたが、

昨今の消費税率の引上げや電力料金等の値上げにより、そうした努力も限界に達しつつあります。 

我が国の厳しい財政状況は十分承知していますが、大学は国の将来の成長の種となる新たな知

を生み出すとともに、それを支える人材を育成する場であり、我々国立大学は自ら示したビジョ

ンに基づくアクションプランを着実に実行し、我が国の成長発展に貢献していく覚悟です。何卒

ご理解をいただき、将来への先行投資として、国立大学改革を促すための予算の確保・充実に格

別のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。 
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各国立大学がそれぞれの強み・特色を活かした教育・研究・社会貢献の機能を強化し、着実に

改革を推進できるよう、基盤的経費である運営費交付金の確実な措置を行うことを要望します。 

(説明) 

平成27年度当初予算における運営費交付金は、法人化初年度（平成16年度）と比較すると1,470

億円、率にして11.8%の削減となっています。また、国立大学法人の経常収益における運営費交付

金の割合は、決算ベースで平成16年度の48%から平成25年度には34%にまで低下しています。 

 その要因として、法人化当初から11年間にわたり毎年全法人に課せられている一律の係数によ

る削減措置(当初は「効率化係数」(全法人1％)、平成23年度以降は「大学改革促進係数」(附属

病院を有しない法人1％、附属病院を有する法人1.3%)があります。 

各国立大学は、これまで業務の効率化や節約、競争的資金や寄附金などの外部資金の増などを

図り、所要の経費の捻出に努めてきておりますが、平成26年度からの消費税率の引き上げ、電力

料金等の光熱費や電子ジャーナルの値上げなどにより、そうした努力も限界に達しつつあり、こ

のような毎年一律の削減係数を撤廃するとともに、物価等の動向に応じた所要の措置を講ずるこ

とが急務であると考えます。 

我が国の大学は、運営費交付金等の基盤的経費により長期的な視野に基づく多様な教育研究の

基盤を確保するとともに、競争的資金により教育研究活動の革新や高度化・拠点化を図る「デュ

アルサポートシステム」によって支えられています。また大学の裁量によって柔軟に活用できる

基盤的経費は、学長のリーダーシップによる主体的な改革の支えにもなっています。こうした基

盤的経費の意義を踏まえ、その確実な措置を要望します。 

また、運営費交付金においては、一般経費以外に特別経費として、各大学の戦略的なプロジェ

クトの支援や、最近では教育研究組織の再編成等の機能強化の推進、年俸制導入の促進、学長の

リーダーシップ発揮支援等のための経費も措置されており、これらについても引き続き確保する

とともに、優れた事業については継続的・安定的に実施できるようにするため、一般経費として

措置されることを要望します。 

 各国立大学はそれぞれの地域、分野、歴史などの特性を踏まえ、その強みや特色を活かした機

能強化に精力的に取り組んでいることをご理解いただくようお願いします。 

1 国立大学法人運営費交付金の確実な措置 
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国立大学法人の経常収益の推移 
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資金等1)

その他

29,303
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（注）競争的資金等は、平成16年度については、補助金等収益、受託研究等収益等、寄附金収益、研究関連収益及びその他の自己収入の合計額、

平成25年度は、補助金等収益、受託研究等収益等、寄附金収益、研究関連収益の合計額である。

国立大学法人の経常費用の推移 
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（注1）附属病院の教職員人件費を含む。

教育・研究を支える運営費交付金は、法人化した 2004 年度に比べ 1,470 億円（11.8%）の削減 

経常収益に占める運営費交付金収益は低下し、診療報酬等による附属病院収益は増加 

経常費用に占める診療経費は、附属病院への医療ニーズの増大等に伴い増加 

(出典)文部科学省「国立大学法人の平成 16 年度財務諸表について」及び文部科学省「国立大学法人等の平成 25 事業年度決算等について」より国立大学協会事務局作成 

（単位：億円） 

(出典)文部科学省「国立大学法人の平成 16 年度財務諸表について」及び文部科学省「国立大学法人等の平成 25 事業年度決算等について」より国立大学協会事務局作成 

（単位：億円）

（単位：億円） 

１ 国立大学法人運営費交付金の確実な措置 

（注１）競争的資金等は、平成１６年度については、補助金等収益、受託研究等収益等、寄附金収益、研究関連収益及びその他の自己収入の合計額、 

平成２５年度は、補助金等収益、受託研究等収益等、寄附金収益、研究関連収益の合計額である。 

（注１）附属病院の教職員人件費を含む。 

（注１）上記には復興特別会計計上分は含まない。（復興特別会計計上分 2012 年:57 億円、2013 年:11 億円、2014 年:7 億円、2015 年:4 億円） 

（注２）「附属病院運営費交付金」は、2013 年度からゼロになっている。 

（出典）文部科学省「国立大学運営費交付金予定額の構成（大学共同利用機関法人を含む 90法人）」（各年版）より国立大学協会事務局作成 
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国立大学附属病院が、医師等の人材育成、地域医療の中核拠点、高度先進医療と臨床研究など

の機能を十分に果たすことができるよう、必要な財政的支援を行うことを要望します。 

(説明) 

 国立大学附属病院は、法人化以降、特に地域の中核的な医療機関としての役割を十分に果たす

ために、医師、看護師等の充実により医療体制を強化するとともに、診療報酬の確保により健全

な経営に努めてきています。しかし、平成26年度からの消費税率の引き上げの影響により医療機

器・材料等の購入費が増え、診療報酬の見直しはあったものの、その経営状況は厳しくなってい

ます。 

 こうした状況の中で、国立大学附属病院が教育・研究・診療の各般にわたる高度な機能を引き

続き維持向上させ、また大規模災害時においても医療活動の拠点として貢献していくことができ

るよう、①地域医療拠点体制充実支援経費や医師等の教育研究環境の改善経費の充実、②附属病

院再開発整備等に対する施設整備費補助金の確保及び高度な医療を提供するための医療機器等の

導入・更新に必要な経費、③国立大学財務・経営センターによる附属病院整備のための低利・長

期の貸付制度の維持などの財政支援の確保・充実が必要です。 

2 国立大学附属病院に対する財政的支援の確保・充実 
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国立大学附属病院の使命・役割

国民の安心のために

診 療
地域の中核病院としての質の
高い医療の提供

○難治性疾患の原因究明
○新しい診断法･治療法の開発
○治験等を通じた新薬の開発
→今後の課題

医療イノベーションへの
一層の貢献

○医学部生の臨床教育
○卒後臨床(専門)研修を通じた

専門医の養成
○メディカルスタッフを目指す学生

への卒前実習や卒後の研修
→今後の課題

学部段階からの一貫した人材養成

教 育
将来の医療を担う医療人の教育・養成

○高度先進医療の提供
○難治性疾患の治療
○地域医療機関への医師の供給
→今後の課題

病床の機能分化への対応
と地方自治体との関わり

研 究
臨床医学発展と医療技術水準の
向上への貢献

地域貢献・社会貢献
地域医療のハブ機関としての
役割

国際化
国際的人材育成・
人事交流推進

附属病院に対する運営費交付金は、経営努力
の結果、平成25年度の予算額でゼロにするこ
とができたが、施設設備整備のための長期借
入金の債務残高 約7,928億円（平成26年度実
績）の償還及び平成26年度からの消費税率の
引上げの影響により医療機器・材料等の購入
費が増え、経営は厳しい状況にある。

政策的な医療への対応状況 ー我が国の全病院に占める大学病院のシェアー

国立大学

784

60.4%

公立大学

37

2.8%

私立大学

227

17.5%

その他

251

19.3%

国立大学

24

47.1%

公立大学

4

7.8%

私立大学

1

2.0%

その他

22

43.1%

臓器移植件数（１,２９９件）
（うち国立大学附属病院 ７８４件（６０．４％））

都道府県がん診療連携拠点病院（５１施設）
（うち国立大学附属病院 ２４施設（４７．１％））

※（社）日本臓器移植ネットワーク調べ
（平成11年2月28日から26年 11月26日現在までの累計数） ※厚生労働省調べ（平成２６年８月６日現在）

２ 国立大学附属病院に対する財政的支援の確保・充実
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国立大学が学生や研究者(外国人を含む)に対し、安心・安全で国際的に魅力ある教育・研究環

境を提供することができるよう、施設整備費補助金等を確保・充実することを要望します。 

(説明) 

国立大学の施設整備については、累次の「国立大学法人等施設整備 5 か年計画」(平成 23 年度

からは第3次)により、重点的・計画的な支援をいただいており、特に東日本大震災からの復旧・

復興や耐震化率の向上については着実に進展していることに感謝します。 

しかし、老朽化・陳腐化した教育研究施設や基幹設備(ライフライン)は未だに多数存在してお

り(経年 25 年以上の要改修面積は全体の 31.4%、法定耐用年数（経年 15 年）以上の基幹設備は

51.5%)、安全・安心な環境の下で教育研究に打ち込めるような環境整備は急務です。 

また、近年では、教育改革の推進のための学生の主体的な学びを促進するアクティブ・ラーニ

ングの場の整備、イノベーション創出の促進のための最先端の研究設備の整備、産学連携による

共同研究やインキュベーションに活用できるスペースの確保などの要請が強まっています。 

さらに、国際化の推進のためには、後述する通り留学生や外国人研究者のための住環境を諸外

国並みに整備することが極めて重要になっています。 

各国立大学は、これらの新たなニーズに対応するため、全学的な施設マネジメントを推進する

とともに、経営努力によって生み出した目的積立金、寄附金、PFIの活用など、自助努力による多

様な財源を活用した施設整備に取り組んでいるところですが、国においても安心・安全で国際的

に魅力ある教育・研究環境の整備のために一層の財政措置を講ずることを要望します。 

3 国立大学の教育研究の基盤となる施設・設備の整備 
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（単位：億円）

国立大学法人等施設整備費については、科学技術基本計画に基づき５か年計画を策定し、計画的な施設
整備を実施するための予算の確保を図ってきたものの、国の厳しい財政状況の中、近年、当初予算は減少
傾向であり、補正予算により緊急を要する整備に対応してきている状況。

国立大学法人等施設整備費予算額の推移

※１ 平成16年度補正予算額は、新潟県中越地震等における災害復旧費（89億円）を含む。
※２ 平成22年度補正予算額は、経済危機対応・地域活性化予備費使用額（41億円）を含む。
※３ 平成23年度補正予算額は、東日本大震災における災害復旧費（375億円）を含む。
※４ 平成24年度補正予算額は、2度の経済危機対応・地域活性化予備費使用額（467億円）及び補正予算額（1,412億円）の合計。
※５ 四捨五入のため合計は一致しない。

第１次国立大学等施設緊急整備
５か年計画期間

第１期科学技術基本計画 第２期科学技術基本計画 第３期科学技術基本計画

第２次国立大学等施設緊急整備
５か年計画期間

第４期科学技術基本計画

第３次国立大学法人等
施設整備５か年計画期間
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国立大学等施設・ライフラインの抱える問題点

経年25年以上の改修を要する施設は、全国で8,485千㎡（全保有面積の31.4%）で、老朽改善
整備に著しい遅れが発生。さらに経年50年以上の建物は今後5か年で7.5％→20.7％に急増。

３ 国立大学の教育研究の基盤となる施設・設備の整備

○保有面積 ２７，０７７千㎡

○経年25年以上の要改修面積
８，４８５千㎡ （３１．４％）

○経年50年以上の建物面積
２，１００千㎡ （ ７．５％）

⇒ 今後５か年で ２０．７％に急増

経年別保有面積の推移（平成２６年５月１日）
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※保有面積は、平成26年5月1日以降に完成予定の建物を除く。6



 

大学の国際化、地域貢献、教育研究の高度化などの一層の推進を目指す大学改革を加速するた

めの国公私立大学を通じた各種競争的資金の安定的確保と間接経費の拡充を行うことを要望しま

す。 

(説明) 

 国においては、スーパーグローバル大学等事業、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

（COC+）などをはじめとして、国公私立大学を通じた大学改革を支援する競争的資金を拡充して

きています。 

 これらは、社会のニーズに対応して、各大学が学長のリーダーシップの下にその機能を強化し

大学改革を推進していく上で大きな意義を有するものであり、引き続き各種の競争的資金制度が

充実されることを期待します。 

 その際、各大学がそれぞれの強みや特色を活かし戦略的・計画的に各種事業に応募することが

でき、また過度な負担を課すことのないよう、制度の安定性・継続性や審査基準等の明確化・透

明化に留意されることを要望します。 

さらに、後述の科学研究費補助金を含め、これらの競争的資金に基づくプログラムの実施のた

めには、各大学は様々な環境改善や機能向上を行う経費を負担する必要があり、十分な間接経費

が措置される必要があります。現在、この間接経費の措置は未だ十分とは言えず、努力する大学

が更に成果を発揮できる環境づくりに資する予算を確実に措置し、大学の基礎体力を強化し、大

学の教育・研究力を高めていくためにも、競争的資金を含む国のすべての研究・教育補助金・委

託費について間接経費率最低30%の実現を要望します。また、直接経費の使途についても、人件費

を含め弾力的な運用ができるようにお願いします。 

4 各種競争的資金の安定的確保・使い勝手の向上と間接経費の拡充 
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科学研究費補助金は、多様な学術分野にわたる研究者の自由な発想と連携を活かす基礎研究を

支援し、将来のイノベーションのシーズを生み出す我が国の基幹的な研究費であり、その確保・

拡充を行うとともに、研究費の効果的・効率的な使用に資する基金化の推進を行うことを要望し

ます。 

(説明) 

科学研究費補助金は、我が国の人文・社会科学及び自然科学分野の多様な学術研究分野を支え、

研究者の自由な発想と連携を活かす真に競争的な基礎的研究資金として定着し、国際的にも高く

信頼されています。 

iPS細胞研究を含め、ノーベル賞などの国際的科学賞を受賞したり、社会経済に大きなインパク

トを与える技術革新を生み出した研究も、その多くは長年にわたる科学研究費補助金の支援を受

けた研究が実を結んだものであり、こうした基礎研究こそ我が国の成長にとっての最大の資本で

あると言って過言ではありません。 

 最近、残念ながら我が国の学術論文生産数の世界シェアは低下していますが、科学研究費補助

金を受けた研究に関する論文の総数や被引用度の高い論文数は増加しており、論文生産の量・質

両面において科学研究費補助金の役割は大きくなっています。 

先般閣議決定された「科学技術イノベーション総合戦略2015」では、「研究者の内在的動機に基

づき独創的で質の高い多様な成果を生み出す学術研究と、政策的な戦略や要請に基づく戦略的な

基礎研究のバランスをとりながら推進することに留意しながら、特に、我が国の学術研究を支え

る最も基礎的な競争的資金である科学研究費助成事業（科研費）や、戦略的な基礎研究を推進す

る代表的な事業である戦略的創造研究推進事業のさらなる改革・強化に取り組むことが重要であ

る。」とされています。ぜひこうした改革を進めるとともに、科学研究費補助金の総額を確保充実

することを要望します。 

また、科学研究費の基金化は学術研究を効果的に実施するために役立っていると多くの教員や

研究者から高く評価されており、ぜひ一層の推進を図ることを要望します。 

5 科学研究費補助金予算の確保と基金化の推進 
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学長のリーダーシップの下、各大学の主体的な計画に基づき、長期的視点での戦略的な大学改

革を後押しするための制度改革・規制緩和の推進を行うことを要望します。 

(説明) 

運営費交付金は「渡し切り」を基本として安定的に措置されることにより、各大学は学長のリ

ーダーシップ・裁量の下に、中期目標期間（6 年間）を見通して、戦略的・計画的に大学改革を

推進することが可能となります。 

これらの大学改革の取組に対して、国は中期目標期間（6 年間）全体の実績を厳正に評価した

上で、運営費交付金の配分を次期中期目標期間に反映することが必要です。 

また、国立大学法人が長期的な資金計画に基づき、戦略的な教育研究投資をするための環境整

備を行うため、次の国立大学法人会計制度の改革が必要です。 

①目的積立金制度の柔軟化（毎年度の承認基準の明確化と承認時期の早期化）

②目的積立金の次期中期目標期間への繰越基準の明確化

③施設整備に係る長期借入金の柔軟化及び償還財源の多様化

④資金運用に係る規制の緩和（運用対象の拡大等）

6 主体的・戦略的な大学改革を後押しする制度改革・規制緩和の推進 
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意欲と能力のある学生が経済的理由によって学業を断念することのないよう、奨学金や授業料

減免の充実を図ることを要望します。 

(説明) 

近年、学びのセーフティネットの構築の観点から、奨学金及び授業料減免の拡充が進められて

いることを歓迎するとともに、貸与を受けた学生が卒業後その経済的能力に応じて返済すること

ができる所得連動返済型無利子奨学金制度の拡充をはじめ、今後一層の充実を図ることを要望し

ます。さらに、諸外国に見られるような給付型奨学金の創設についても検討されることを期待し

ます。 

また、大学院生をティーチングアシスタント（TA）、リサーチアシスタント（RA）などとして雇

用することは、大学院生に対する経済的支援となるとともに、大学教育の質の向上や後述する若

手研究者育成の促進にも資するものであり、その雇用に係る財政的支援の充実を要望します。 

7 学生に対する経済的支援の拡充 
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国立大学の授業料・奨学金等
授業料減免等の予算額及び対象人数は、この5年で増加している（被災学生分を含む）。
国立大学では、日本学生支援機構（JASSO）奨学金やティーチング・アシスタント（TA）、リサーチ・アシスタント
（RA）の実績が高い。

国立大学の授業料減免等の予算額と対象人数

奨学金・学内業務等の経済的支援の充実

◆平成27年度政府予算：３０７億円
・免除対象人数：約５．７万人（約０．３万人増） 学部・修士→ 約５．１万人 博士→ 約０．６万人

（参考）国立大学等の授業料その他の費用に関する省令

第１１条 国立大学法人は、経済的負担の軽減によって納付が困難であると認められる者その他のやむを得ない事情がある
と認められる者に対し、授業料、入学料又は寄宿舎の全部若しくは一部の免除又は猶予その他の経済的負担の軽減を図る
ために必要な措置を講ずるものとする。

経済的理由等により、授業料等の納付が困難である者などを対象に修学を容易にし、教育を受ける機会を確保する。

出典：文部科学省学生の経済的支援の在り方に関する検討会『学生への経済的支援の在り方について』（平成26年8月29日）及び文部科学省「平成27年度文部科学関係
予算（案）のポイント」（2014年1月14日公表）より作成

（２）ティーチング・アシスタント（TA）（平成24年実績）

◆修士課程 ・・・１人当たり月額：０．７万円（平成24年大学院活動状況調査）

・国立４．３万人、公立０．３万人、私立２．３万人

◆博士課程 ・・・１人当たり月額：０．７万円（平成24年大学院活動状況調査）

・国立１．１万人、公立０．１万人、私立０．４万人

（３）リサーチ・アシスタント（RA）（平成24年実績）

◆修士課程 ・・・１人当たり月額：７．８万円（平成24年大学院活動状況調査）

・国立０．１万人、公立０．０１万人、私立０．０１万人

◆博士課程 ・・・１人当たり月額：７．８万円（平成24年大学院活動状況調査）

・国立１．２万人、公立０．０３万人、私立０．１５万人 出典：学生の経済的支援の在り方に関する検討会『学生への経済的支援の在り方について』（平成26年8月29日）より作成

国立大学協会事務局作成
※Ｈ２６は実績見込み

（万人）（億円）

・被災学生の修学機会確保のための減免等の実施：約4億円
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我が国の将来の学術研究を支える若手及び女性の教員・研究者に魅力ある環境を提供し、その

育成を支援することを要望します。 

(説明) 

 国立大学においては、近年、人件費抑制の影響等により若手教員の割合が低下しているととも

に(35歳未満の教員の割合は平成16年の13.4%から平成25年には9.8%に減少)、将来のキャリア

パスが不明確であることなどから、優れた人材が大学院に進学して教員・研究者を目指す傾向が

弱まっていると言われています。また、女性教員の積極的採用にも努めていますがまだ十分とは

言えません(全教員の中で女性教員の割合は平成17年の9.3%から平成26年には14.7%に増加)。 

 こうした中で、国において、教育研究環境整備費（スタートアップ支援）、年俸制の導入、テニ

ュアトラック制度の普及、科学技術人材育成のコンソーシアムの構築、女性研究者支援などの様々

な施策を推進されていることに敬意を表します。 

 今後とも、これらの施策を総合的に推進していただき、若手・女性の教員・研究者に対して、

将来のキャリアパスを含めて魅力ある教育研究環境を提供するよう、支援を要望します。また、

これらの人材が大学のみならず研究機関や産業界とも交流できる流動性を高めるための環境整備

についても配慮をお願いします。 

8 若手及び女性の教員・研究者の育成支援 
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常勤教員（特に若手教員）の減少
運営費交付金が減少していく中で、各大学は競争的資金等の獲得により優秀な若手研究者等の雇用に努めているが、近
年、研究者全体に占める常勤の採用割合が減少。若手研究者にとっては、益々厳しい採用状況となっている。

（注１） 平成19年度以降の人件費には、会計基準変更にともなうセグメント間の人件費配賦方法の見直しによる影響額を含んでいる。
（注２） 附属病院以外の推移を示している。
出典：文部科学省提供資料より国立大学協会事務局作成

８ 若手及び女性の教員・研究者の育成支援

単位：億円 国立大学における若手教員の減少

○ 平均年齢

平成16年度 46.4歳

平成25年度 47.4歳

○ 35歳未満の割合

平成16年度 13.4% （8,267人）

平成25年度 9.8% （6,189人）

※ 学校教員統計調査（ H16、H25 ）から算出

研究大学における任期付教員の雇用財源調査（速報版）

○研究大学（RU１１）においては、任期なし教員ポストのシニア化、若手教員の任期なしポストの減少・任期付ポストの
増加が顕著。

○任期付教員の雇用財源は、競争的資金等の外部資金の割合が増加。
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出典： 文部科学省調べ
（集計は科学技術・学術政策研究所で実施）
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全国立大学における女性教員比率は 14.7%（平成２6年５月１日現在）

となりました。引き続き達成目標に向けて、男女共同参画に係る取組を推進
していきます。 

国立大学協会では、2011年 2月『国立大学における男女共同参画推進に
ついて－アクションプラン－』を策定し、大学が取り組むべき事項を提言す
るとともに、達成目標を定めました。 
達成目標 

「国立大学の女性教員比率を 2015 年までに 17％以上（各大学において 1
年ごとに 1％以上）に引き上げる。」 

アクションプランで掲げた達成目標 

男女共同参画の現状 

（出典）国立大学における男女共同参画推進の実施に関する追跡調査報告書 

研究者に占める女性比率の国際比較 

（出典）平成２６年度版男女共同参画白書 

高等教育在学率の国際比較 

（出典）平成２６年度版男女共同参画白書 

大学における女性比率推移 

国立大学の男女共同参画の現状 
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大学の国際化とグローバル人材育成の推進を図るため、各大学の強みや特色を活かした積極的

な取組に対する支援を充実するとともに、留学生の受入環境の整備及び日本人学生の海外派遣に

対する奨学金等の経済的支援の大幅な拡充を行うことを要望します。 

(説明) 

 グローバル化への対応は今日の喫緊の課題であり、国において、スーパーグローバル大学等事

業、大学の世界展開力強化事業、学生の双方向交流の推進などの様々な施策を講じていることに

敬意を表します。 

 各国立大学は、それぞれの分野の特性を踏まえつつ、その特色や強みを活かした個性ある国際

化の取組を進めており、これらの多様な取組に対する支援の充実を要望します。 

また、「留学生受入れ30万人計画」の実現は、我が国の大学に大きな刺激と活力をもたらし、

国際競争力の向上につながるものでありますが、優れた外国人留学生を積極的に受入れるために

も外国人留学生の学位取得後の在留許可を弾力化するなど魅力的な受入環境の整備や長期・短期

の奨学金制度の充実を要望します。優れた外国人教員・研究者の受入れ拡大のための支援につい

ても充実をお願いします。 

さらに、グローバル社会で活躍できる人材を育成するため、意欲と能力のある学生全員に海外

留学等の機会を提供することを目指して、民間資金も活用しつつ長期・短期の海外留学支援を引

き続き拡充することを要望します。 

9 大学の国際化とグローバル人材育成の推進 
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大学が、その知的資源を活用して地域再生・活性化の中核的拠点として貢献する取組について

支援を充実することを要望します。 

(説明) 

 国において、平成27年度から、大学の地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）を

推進されていることは誠に時宜を得たものであり、敬意を表します。 

 各地域の国立大学は、「知」の中核としてのシンクタンクの機能、地域の産業・行政・文化等を

コーディネートする機能、地域のイノベーションを推進し世界につなぐ機能を有しており、これ

らの機能を強化して世界的な視野の下で地域の発展を先導するよう努めています。 

引き続きこの事業の充実を図ることを要望します。 

10 地域再生・活性化の中核的拠点としての大学の取組に対する支援の充実 
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高等教育機関に対する公財政支出をOECD諸国平均並みの水準に拡充することを要望します。 

(説明) 

知識基盤社会への移行とグローバルな大競争時代を見据えて、世界各国は近年高等教育への投

資に力を入れています。しかし、我が国においては、先般の学校教育法及び国立大学法人法の改

正に際して衆参両院の委員会で採択された附帯決議でも指摘されているように、国立大学運営費

交付金、私立大学等経常費補助、大学等奨学金事業などをはじめとする高等教育機関に対する公

財政支出の対 GDP 比は 0.5%であり、OECD 各国の平均 1.1%と比べて著しく低くなっています。ま

た、近年の推移を見ても、各国がそれぞれ厳しい財政事情を抱えながらも高等教育機関に対する

公財政支出を拡大している傾向の中で、我が国はほぼ横ばいにとどまっています(OECD「図表で見

る教育」によると、2000年を100とした2010年の指数はアメリカ145、フランス122、オースト

ラリア142、韓国204に対し日本は105)。「大学力は国力そのもの」との考え方に立って、我が国

の成長発展の基盤の構築を目指し、大学改革を強力に推進していくためには、高等教育機関に対

する国の公財政支出をOECD諸国平均並みに拡充することが必要です。 

11 高等教育予算全般の拡充 
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高等教育機関に対する公財政支出（対 GDP 比）（調査年：2012 年） 
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（出所）OECD『図表でみる教育』（2014年版）より作成

高等教育機関に対する公財政支出の推移（変化指数，2000～2011 年） 
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（注）データの制約上、2000～2005年は2005年の、2006～2008年は2008年の、2009～2010年は2010年の、2011年は
2011年の物価を基準として算出しており厳密な経年比較は難しい。

OECD 各国平均：1.1

（%） 

わが国の高等教育機関への公財政支出は、OECD 各国の中で著しく低い 

わが国の高等教育機関への公財政支出は、先進主要国に比べて伸び悩んでいる 

１１ 高等教育予算全般の拡充 
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平成２７年８月１８日 

文部科学大臣政務官 

赤 池 誠 章    殿 

一般社団法人 国立大学協会 

会 長  里 見  進 

平成２８年度税制改正に関する要望 

国立大学は、我が国の成長発展に貢献すべき責務を十分認識し、「国立大学経営力戦略」を

踏まえ、各国立大学の強み・特色を最大限に活かし、持続的な競争力を持った高い付加価値を

生み出す国立大学への転換を推進していく所存です。 

そのためには、基盤的経費である運営費交付金の確実な措置とともに規制緩和の推進を図り、

国立大学の自己収入拡大を促進するなど財務基盤を強化することが極めて重要であります。 

国立大学法人に対する個人寄附については、「経済財政運営と改革の基本方針2015」におい

ても、所得控除と税額控除の選択制の導入について検討するとされたところであり、国立大学

法人への幅広い層からの寄附の拡大のため、ぜひその実現を要望いたします。 



 

 要望事項の説明  
 

○ 所得控除・税額控除選択制度 
 

一般的に、所得控除は高額所得者ほど減税効果が大きく、大口寄附金の促進に寄与する制度

であるとされております。一方、税額控除は低所得者ほど減税効果が大きく、少額寄附金の促

進に寄与する制度であるとされております。 

これを踏まえ、平成２３年６月２２日成立の「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応し

て税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により、学校法人・ＮＰＯ法人

等への寄附については所得控除と税額控除との選択制が導入され、寄附者が実質的負担の低い

控除方式を選択することが可能となりました。 

これまで、国立大学法人においては、寄附金確保に向けた取組を強化しており、特に個人寄

附については、平成２２年度の７９億円（４万件）から平成２４年度には１４３億円（６万件）

に増加しており、少額寄附者の着実な拡大は、今後の国立大学法人の経営において極めて重要

な事項と認識しております。 

つきましては、国立大学法人が我が国の寄附文化の醸成に寄与し、卒業生も含めた多様な少

額寄附者の拡大を促進するため、寄附者の利得性増進が見込まれる所得控除・税額控除選択制

度の導入を要望いたします。 
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米国・私立等

米国・州立等

日本・私立等

日本・国立等

約2.0兆円

約2.2兆円

約1,331億円

約750億円

教育研究環境の改善に大きく寄与する寄附金ですが、その金額を米国の州立大学、私立大学と比較
すると、約２９分の１と、まだまだ低いのが現状です。

（注） １ドル＝120円で換算。米国については、調査対象となった機関（博士授与大学、修士授与大学、準学士授与大学等）に限り、「Public」と「Private」で分類し、集計。
出典 日本・国立等：2013年度実績 ※文部科学省「平成25年度 大学等における産学連携等実施状況について」 、

日本・私立等：2010年度実績 ※532法人の計（総数546）日本ファンドレイジング協会編『寄附白書2013』、
米国・州立/私立等 ：2014年度実績 ※1,042機関（州立：545、私立：497）の計 Council for Aid to Education. “Survey Respondents by State Voluntary Support of 

Education Report for FY2014” FOR IMMEDIATE RELEASE, January 28, 2015）より国立大学協会事務局作成

日本の大学と米国の大学の寄附金収入

財務基盤強化には寄附金の拡充が不可欠です

米国は寄附金収入とその運用益で…
◯施設設備の更新
◯奨学金等の学生支援の充実

等を実現

国立大学と寄附金

寄附金収入の推移

活
用

◆授業料免除制度の実施

◆給付型奨学金制度の実施

◆留学生への奨学金 など

◆教育研究設備の拡充や研究者支援

◆寄附講座開設 など

１
●寄附金は各国立大学法人の教育研究の強化につながる財源です。

寄附金収入とその莫大な運用益によって、アメリカの大学は

世界でも類を見ないほどの教育研究環境を提供しています。

今後、国際的な大学間競争はますます厳しくなることが

明らかであり、各国立大学法人の強みを生かしたより良い

教育研究環境を提供するためにも、裁量性の高い

寄附金収入を増やすことが急務です。

寄附金の増加により、世界をリードする「強い国立大学」と「優れた人材」が誕生します

寄附金の
増収

研究成果を社会へ還元
優れた人材の育成

教育研究環境
の改善

研究支援

学生支援
（百万円）

出典：文部科学省科学技術・学術政策局産学連携・地域支援課大学技術移転推進室「大
学等における産学連携等実施状況について」（各年版）及び文部科学省提供資料より国立
大学協会事務局作成

（単位：億円）
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（扶養控除等）（年収）
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所得税額

◆税額控除：各寄附者の所得税率に関係なく，所得税額から直接
寄附金の一定割合が控除される。

⇒私立大学（学校法人）は認められているが，国立大学法人は認められていない。

例（年収500万の寄附者が1万円を寄附した場合）税率に関わりなく，8,000円×40％＝3,200円を控除

◆所得控除：各寄附者の所得に応じた税率を寄附金額に乗じて，
控除額を決定。

例（年収500万の寄附者が
1万円を寄附した場合）
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寄附金
-2,000円

10,000円-

2,000円

＝8,000円

税率は10％
（平均的な世帯の諸控除額
を想定）

8,000円×10％

＝800円を控除

（寄附金－2,000円）
×40％

所得に応じた税率を乗じて控除額を決定

寄附金控除

効果 少額寄附者を着実に拡大し，我が国の寄附文化の醸成に寄与する。

私立大学の場合

所得控除・税額控除選択制度
〔国立大学法人についても，寄附者の利得増進が見込まれる選択制の導入を〕

国立大学の場合
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